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企画展示「議会壇上の名演説家たち」のご案内 
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前号でご案内した企画展示は、日

程を変更し、６月1日（月）から８月

27 日（木）までの開催となりました。           

本展は、明治・大正・昭和に活躍

した６名の衆議院議員、犬養毅・尾

崎行雄・河野広中・島田三郎・浜田

国松・斎藤隆夫について、演説の名

場面とその人となりを紹介します。 

今回は、1937 年（昭和 12）に政友

会浜田国松が、軍部の政治介入につ

いて寺内寿一陸軍大臣と応酬を繰り 

 

 

の名場面とその人となりを紹介し 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

広げた「割腹問答」の一部分を聞く

ことができるようにしました。 

 その他、往年の姿を彷彿とさせる

所蔵資料もあわせてご覧ください。 

 

皆さまへ 

当館は新型コロナウイルス感染症拡大防止対策のため、3 月初めから展示参観を休止しており

ましたが、6 月 1 日から再開しております。 

しかしながら、感染拡大予防ガイドライン等を参照し、防止のため対策を採りながらの参観となりま

すので、一部展示を休止せざるを得ないなど皆さまにはご不便をおかけします。 

なお、再開にあたっての当館の取り組みにつきましては、ホームページをご覧いただけますと幸いです。 

1 月から開催された企画展示「政党政治の道のりー勃興と挫折―」は期間 1 ヵ月を残して終了と

なり、皆様に十分ご覧いただく機会が損なわれ申し訳なく思っておりますが、今後改めて同様の展示

を企画していきたいと考えております。 

4 月から開催予定であった「議会壇上の名演説家たち」は開始と終了を 2 ヵ月ずらして開催して

おりますので、ぜひご覧いただきたいと思います。 

これまでご利用いただいてきた皆さまも、新たにご利用いただく皆さまも、ご理解とご協力を賜ります

ようお願い申し上げます。 

令和 2 年 6 月 

憲政記念館長 
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もう一つの議会史～国会職員オーラルヒストリー～ 

櫻井 武さん（その４） 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

【昭和 61年７月１日異動】 

 ―― 委員部から異動したときは、

ほっとしたという感じだったんですよね。 

○櫻井氏 そうです。委員部をやめた後

は、たしか資料課に行ったんですよね。

これは、私も委員部が長いから、そのと

きの担当課長から、議事部資料課に行っ

てもらうよという話が来たわけです。７

月１日の発令日にその辞令を持って議事

部とか議案課とか議事部関係のところを

みんな挨拶回りをして、それで資料課に 

                            
1 衆議院及び参議院は議会開設 100 年の記念事業として「議会制度百年史」全 12 巻及び別冊「目で見る議会政治百年

史」１巻を刊行し、第１回帝国議会以来の議事録をはじめ、両院所蔵の諸資料に依拠して、議会史の編纂を行った。平

成２年 11 月発行。 
2 衆議院及び参議院は議会開設 70 年の記念事業として「議会制度七十年史」全 12 巻を刊行し、第１回帝国議会以来の

議事録をはじめ、両院所蔵の諸資料に依拠して、議会史の編纂を行った。昭和 38 年７月発行。 

行ったんですよ。 

 そうしたら、資料課は委員部とは天と地

の差でもって、しいんとして黙々とやる、

本当の事務屋の仕事なんですよね。 

 みんなもう一生懸命仕事をするわけです。

私は何にも知らないから、課長補佐だとい

うことで棚上げされちゃって。そうしたら、

桂さんから呼び出されたんです。 

 ―― 桂さんは、当時の議事部長ですね。 

○櫻井氏 議事部長です。 

 

【議会制度百年史編纂担当】 

○櫻井氏 それで、君にはこれから百年

史1をやってもらうから基礎勉強をしてお

いてくれないかと言われたんですよ。 

 それで、百年史といったって何をやっ

ていいかわからないですからね、まだ何

にも決まっていないんだから。ただ、七

十年史2というのがあったから、七十年史

を参考に百年史というのはつくるんだろ

うなという想定を私は立てたんです。そ

れで、七十年史は何があるのかなと思っ

て、見たこともなかったけれども、年表

だとかをひっくり返して。 

 ―― 百年史の議会制度編に編集後記

が書いてあるんですけれども、実は経緯

がここに記述されています。 

 昭和 62 年１月 21 日の衆参の議院運営

＜櫻 井  武＞（さくらい・たけし） 

  

昭和９年３月 16

日東京生まれ。 

 昭和23年３月29

日臨時給仕として

衆議院事務局に。 

 同年９月から昭

和 61年６月まで委

員部で勤務。昭和

61 年７月議事部資料課に。平成元年７

月議事部資料課議会制度百年史編纂主

幹等を経て平成６年３月31日に議事部

副部長請願課長事務取扱を最後に退

職。 

前号では、議院運営委員会（議運）担当の３番手、２番手になった後、櫻井氏がロッキード

問題に関する調査特別委員会、決算委員会などの担当を経て、委員部から異動するとこ

ろまでを掲載しました。    



 

憲政だより 時計塔  

令和２年夏季 No.023 

 

- 3 - 
 

委員会の理事会で、議会開設 100 年の記

念事業の一環として百年史を編纂するこ

とが決定されたと書いてあります。 

○櫻井氏 それは、決定したのはそうだ

けれども、事務局で話が出たのはもっと

ずっと前です。 

 事務局案として総長が議運の理事会に

提案しているわけです。だから、総長の

説明や何かを用意するために、我々はも

う仕事をしていたわけです。それで、総

長の説明文だってみんな私がつくったん

です。 

 それで、私のメモによると、議運にか

ける前から、図書館とか参議院とか主要

なところから全部係員が集まっていろい

ろやっていますよ。 

 ―― どんなことをやられていましたか。 

○櫻井氏 百年史を、七十年史の追加に

するのか、そうじゃなくて中身をもっと

変えて新しくつくるのかとか、そういう

のが根本的な打合せです。 

 要するに、まだ決まる前にそういうこ

とをこの三者間でやっていたわけです。 

 それで、事務局案としてこういう方向で

百年史をつくりたいからというので議運に

諮るわけだから、その準備をしなきゃいけ

ないでしょう。いきなりただ漠然と百年史

をつくるといっても、ある程度つくってお

かないと、議員からどういう質問があるか

わからないですから。国会史ですから、そ

れは衆議院だけではできっこないんですか

ら、図書館も参議院も、とにかく人を呼ん

で、全部で合同会議をやって、その半年間

は合同会議ですよ。結構細かいことまで

やっていましたね。 

 ―― 編集方針の事務局案をつくるた

めに、衆、参、図書館で協議していた期

間だということですね。 

○櫻井氏 資料づくりと、説明をする具

体的な文章を協議していました。 

 参議院は参議院でまた理事会にかけま

すからね。 

 ―― 編纂体制が決定され、これに基

づき編纂委員会を設けることが決定され、

先ほどの編集後記によると、百年史編纂

委員会は３月18日に発足となっています

ね。 

○櫻井氏 そこからが本当の表立った発

足ですね。 

 ―― ここで編纂委員会に百年史編纂

室を設けることになっていて、編纂室の

室長は事務次長ですね。 

○櫻井氏 次長です。それでこの写真が

出てくるんですよ。次長が編纂室の看板

をかけたんです。 

 ―― ３月から７月の間は。 

○櫻井氏 ３月から７月の間は、やはり

細かい、常任幹事候補打合会と言っていた

らしいけれども、編纂室はその後ろにいて、

どう決まるかを聞いているわけです。 

 編纂室が発足したのが７月20日なんで

すよ。 

 ―― 場所は第二別館ですよね。 

○櫻井氏 第二別館です。資料課の反対

側です。 

 ―― 実質的な編纂室のトップは櫻井

さんがずっとやられていたということで

すね。 

○櫻井氏 そうです。だから、文句は全

部私に来るわけです。 

編纂事務室の看板をか

ける緒方信一郎事務次

長（当時） 
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 例えば、数字の統一、昭和、平成にす

るか西暦にするかとか、そういう細かい

ことも全部決めなきゃならないんです。

そういうのをこの常任幹事の会議に我々

が資料をつくって諮って、それで全部決

めるわけです。 

 ―― 編集方針、つまり、七十年史と

百年史ではちょっと違う編集方針を持た

れたというのは、どのあたりからどのよ

うに決められたんですか。 

○櫻井氏 要するに、七十年史は七十年

史としておいて、百年史というんだから、

最初から、帝国議会から百年間のものをつ

くらなきゃだめだということが決まって、

具体的にはどうかというと、七十年史を基

礎に追加をしていこうと。だけれども、七

十年史をそっくり写さないで、書く人が責

任を持って、短くするなり長くするなり、

調査室3が分担して書くんだけれども、そ

れを書く人に任せたわけです。 

 佐藤功さん[東海大学教授（当時）]の

議会制度史というのが一番メインになる

から、あのときは、すごく覚えているけ

れども、御本人もすごく熱を入れてくれ

たんです。 

 ―― 編集方針が、七十年史は学者さ

んの論文として「憲政史概観」を当時の

大久保利謙立教大学教授に書いてもらっ

たわけですけれども、今度は佐藤功さん

に「議会制度史概観」ということで書い

ていただいた。つまり、七十年史は憲政

史であり、百年史は制度史であるという

のがちょっと違うということですね。 

○櫻井氏 意味がちょっと違うんです。 

 この佐藤さんとは何回交渉したかわか

らないくらいですね。というのは、制度

                            
3 国会法は、常任委員会には、その審査・調査の機能を発揮させるため、「専門の知識を有する職員（これを専門員と

いう）および調査員」を置くことができるものと定めている（第 43 条）。各常任委員会に附置するものとして、専門員

を室長とし、その下に調査室が置かれる。また、国会法は、特別委員会については常任委員会の場合のような専門員・

調査員の規定を設けていないが、衆議院事務局調査局規程第２条には事務総長が定める調査室の調査室長は、事務総長

が調査員の中からこれを命ずるとある。 

だから、書いている間に先例がふえてい

くわけです。 

 それを、議会制度論の中で、佐藤功さ

んは一番新しいものまで書いてください

と言うんですよ。制度としてはあるわけ

だから、例えば両院協議会というのはど

ういう制度であるかというのを説明する

ところで、先例はこうなっていますとい

うのがあるわけです。 

 私は随分原稿を書きましたよ。もちろ

ん、文章は佐藤功さんのスタイルです。

それに合わせて、何回国会はこういう国

会でこういう先例があるというふうに、

そこの部分を足すわけです。 

 先例があったときは全部新しく、出版

の日にちぎりぎりまで印刷しないで原稿

として持っていて、追加してくださいと

言うんですよ。 

 佐藤功さんとは随分やりましたね。そ

れで、また立派なものができたと思いま

した。この人がすごくいい人で、絶対威

張らないんですよ、済みませんねとか

言ってくれて。それで、この偉い先生が、

忙しいのに、原稿を持っていくと、ちゃ

んと自分で校正もやっていて、すごい人

だなと思って感心しましたよ。 

 ―― 衆、参、図書館で分担した原稿

の初校が出てきたのは大体どれぐらいで

すか。 

○櫻井氏 初校が出てきたのは、63 年の

２月にやっと常任幹事会で記述要領、マ

ニュアルが決まったと書いてありますね。

だから、その後から原稿が出てくるわけ

ですよ。 

 ―― 各部署に正式に原稿を依頼した

のが63年の４月ごろということですか。 
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○櫻井氏 そうです。大分遅いですよね。 

 ―― この４月以降はどういうお仕事

をされていたんですか。 

○櫻井氏 催促です。早く出せというや

つです。それで、幾ら出せと言っても、

自分の仕事優先だから、絶対出てこない

んです。 

 それで、出始めるとどかんと来るから、

今度はその校正とか、こういうのが違い

ますよとかいう調べをやるわけです。 

 ―― 締切りというのは設定したんで

すか。 

○櫻井氏 締切りは設定していないです。

とにかく、原稿が出次第、印刷して配付

するというだけです。締切りというのは

ないです。うちだけじゃなくて、参議院

も図書館もそういうやり方でした。 

 ―― そうすると、昭和63年４月に原

稿を各部署に依頼して、原稿が出始めた

のが、大体、平成になってからですか。 

○櫻井氏 そうです。 

 まだ、そのほかに議案件名録だとか、

会派編だとか、各編にわたって相当問合

せや何かがあって、そっちの方も忙し

かったんですよね。問合せが全部うちへ

来るんですよ。 

 マニュアルがあるから、それに沿って

答えられることは答えますけれども。 

 ―― 答えられないことは調整するん

ですか。 

○櫻井氏 答えられないことはもう自分

で決めちゃいました。だって、議案件名録

や何かは形式ですからね。件名さえ間違っ

ていなければいいんですから。そんなのは

もう事務的に私が決めていきました。 

 それから、来た原稿を見て、いいと

思ったら印刷局4に送るんです。完成して

いなくてもどんどん印刷局に送っちゃう

                            
4 大蔵省印刷局。平成 15 年に独立行政法人国立印刷局となる。 
5 平成２年 11 月 29 日に行われた議会開設 100 年記念式典 

んですよ。印刷局がそうしてくれと言う

んです。 

 ―― 最初に渡された原稿から最後の

原稿まで、下手すると２年ぐらい持って

いることになりますよね。 

○櫻井氏 印刷していたかどうかは知ら

ないけれども、送っていました。刷るか

どうかは向こうで決めることですから。 

 それで、とにかく、式典5までには印刷、

製本して配付するようにしなきゃならな

いというのは厳重に頼んでいました。 

 でも、参議院の原稿がおくれて、危な

くおくれるところだったんです。それで、

参議院の事務総長のところまで行ったこ

とがあるんです。こんなにおくれたので

は式典までに出版が間に合いませんよと

言ったら、総長が間に合わなくてもいい

とか、私が責任を持ちますからとか言い

出して、じゃあいいやと思って、お願い

しました。 

 細かいことは全部私が決めましたよ。

目次から何から全部書きましたよ。だっ

て、大蔵省は書いてくれないからね。そ

れで、凡例とかそういうのをみんな書い

た記憶がありますよ。そんなことを編集

長はやるのかと思いました。初めて本づ

くりというのを経験しましたよ。 

 それで、つまらないことを言うようだ

けれども、この本の表紙の色を決めるの

だって、衆、参、図書館をめぐって決め

たんですから、嫌になっちゃいましたよ。

そんなことまでやったんですよ。 

 勝手に編纂室長が決めると、また文句

を言ってきますからね。 

 しようがないから、参議院へ行って、

衆議院はこれで決めましたけれどもいい

ですかと聞いたんです。 

 ―― 櫻井さんが実際は決めたんですね。 
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○櫻井氏 実際は私が決めたんだけれど

も、後で文句が出たら困ると思ったので、

参議院の総長のところへ行って、図書館

にも行ったんです。 

 宣伝文まで書かされたんです。百年史

を買ってくださいという広告があったで

しょう。百年史とはこういうもので、非

常に役に立ちますというニュアンスを入

れてパンフレットを書いたんです。 

 ―― 百年史が、とりあえずの仮刷り

でも、セットで納品なりされたと思いま

すけれども、そのときの御感想はどうで

したか。 

○櫻井氏 やはりうれしかったですね。 

 ―― それはまだ式典の前でしたよね。 

○櫻井氏 そうです。全部じゃないけれ

ども、できましたといって編纂室に持っ

てきたときはうれしかったですね。だっ

て、立派だもの。こんなに立派になると

は自分自身思っていないもの。こんな

ケースに入っているとも思わなかったで

すし、この装丁もわからなかったんです。 

 ―― 平成２年の 11 月 29 日に記念式

典があって、その翌日の 30 日、12 月１

日、２日と特別参観がありました。 

この日は、もう肩の荷は大分おりていた

ということですね。 

○櫻井氏 肩の荷は全部おりて、もう全

く関係ないです。配付も済んでいますか

らね。配付は、宛名は編纂室で書いたけ

れども、大蔵省に伝票を持っていっても

らって、大蔵省の倉庫から直接発送した

んです。 

 古い議員さんなんかは律儀だから、礼

状もいっぱい来ましたよ。わざわざ送っ

ていただいてありがとうございましたと

                            
6 政策審議会の略。政党が政策や法案の立法・作成を行うために設置する機関。 
7 国会対策委員会の略。国会の運営や議事の進行など国会活動上の諸問題を協議・調整するために設けた、各政党の機

関。 
8 現在は、ほとんどの政党において、紹介議員の議員事務室が直接請願課に提出している。 

議長宛てに来るんだけれども、議長のと

ころに行かないで、みんな編纂室に来る

んですよ。 

 ―― さて、平成２年 12 月 27 日に、

この年の年末をもって編纂室が解散され

たということです。 

 

【請願課時代】 

 ―― 櫻井さんは、平成３年１月１日

付、請願課の調査主幹後の平成３年４月

１日には請願課長を命ぜられています。

請願課時代のお話をお伺いしたいと思い

ます。 

○櫻井氏 請願課というのは、私は全く

素人で、何をしていいかわからないよう

な感じでした。 

 要するに、請願課というのは、国民が

書いたものを政党の事務室を通じて、必

ず政審6、国対7を通じて請願文書という

のは請願課に届けられるわけなんです8。 

 そのルールを無視して、議員の秘書が

直接持ってくるときがあるんですよ。政

審や国対から持ってきてくださいとこっ

ちが言うと、議員に呼びつけられるんで

すよ。それで、何でおまえは請願課のく

せに受け付けないんだといって怒るわけ

です。だけれども、多分、それは請願の

内容が党の方針に合っていないんですよ。

だから、政審で断られているんですよ。 

 私もそれがわかっているから、わかり

ましたといって、すぐ国対へ行って、こ

の議員がこう言ってきて言うことを聞か

ないんだけれども、何とかしてください

と言ったんですよ。そうしたら、わかっ

たといって電話をかけて、国対委員長に

言われると一発で済んだんです。 



 

憲政だより 時計塔  

令和２年夏季 No.023 

 

- 7 - 
 

 国会は請願というのは委員会審査でも何

でも、会期末に調査室がちょっと説明して、

これは採択、不採択とやるのが習慣なんで

すよね9。だけれども、先例集にはちゃん

と審査しろと書いてあるんですよ。 

 それで、その審査をなぜしないんだと

言っていたのが土井たか子議長のときの

鯨岡兵輔副議長だったんです。要するに、

あの人たちは、新しく議長、副議長に

なったものだから、全部国会制度を見直

そうとしていたわけです。それで、呼び

つけられて、請願というのはなぜ審査し

ないんだと我々に言うわけです。だから、

先生方が御存じのように、先例集には

ちゃんと書いてあるのに、先生方がやら

ないんだから、ちゃんとやるには、事務

局じゃなくて、内閣委員会なら内閣委員

会の理事会がちゃんとしなきゃだめなん

ですよと言ったら、自分も知っているら

しくて、ああ、そうだなといって終わり

です。 

 請願の受け付けをしたり事務的なもの

は全部課員で詳しい人が、文書表 10と

いって、請願の要旨を書くわけでしょう。

私はそういうのは一切ノータッチでした。

全部任せました。文句があったときだけ

私が出かけていくんですよ。そういう請

願課長でした。 

 文句は結構ありましたよ。例えば建設

と文教と二つの内容が入っていると、

どっちの委員会の請願として付託するか

調整するんです。 

 調査室に行って、これをぜひお願いし

ますと言うと、外から来たような専門員

だと、国会のしきたりについては詳しく

                            
9 委員会は、請願について審査を行い、議院の会議に付するを要するものと要しないものに区別し、要するものについ

ては、採択すべきものと不採択とすべきものに区別し、採択すべきもののうち、内閣に送付するを適当と認めるものに

ついては、その旨を付記し、議院に報告することになっている。不採択や議決不要と決定されることは少なく、採否の

決定を保留し、審査未了となることが多い。 
10 請願書が提出されると、請願文書表が作成・印刷され、各議員に配付される。請願文書表には、その内容が周知さ

れるよう、請願者の住所氏名、請願の要旨、紹介議員の氏名及び受理の年月日などが記載され、審査の参考に供され

る。 

ないので、これはうちの委員会じゃない

とかいって頑張るわけですよ。そうする

と、次長から電話をかけさせるんですよ。 

 それでも言うことを聞かなければ議運

にかけるんですよ。議運の理事会で事務

局が案として言うんですよ。議員は何に

も知らないから、結構ですと言うんです

よ。議運の決定になれば、幾ら調査室長

が頑張ったって、言うことを聞かざるを

得ないじゃないですか。 

 いよいよとなれば議運にかけますよと

言っておどかすと、調査室長が、ええっ

とか言うから、次長に、今「ええっ」て

いってぶるってるから、ちょうどいいか

ら電話してよと頼むんです。 

 それで、請願課がいかに大変かというこ

とを覚えたのは、請願を採択すると、その

請願書を内閣に持っていくんですよね。 

 請願課の倉庫というのが第二別館の下

にあって、請願書がだあっと積んである

んですよ。それで採択された請願という

のは内閣に送付することになっているん

ですけれども、文書表ぐらいが行くのか

なと思っていたら、違うんですよ。全部

行くんです。 

 ―― 全部行くんですか。 

○櫻井氏 何十万という署名がしてある

分厚い請願書があるんですよ。それを請

願課の職員が件名ごとに全部分けて、ト

ラックに積んで、内閣に持っていく作業

があるんですよ。それを全然知らなくて、

えっと思いましたよ。 

 国会が閉会になると、採択した請願の

件名が全部わかりますからね。委員会で

も報告するけれども、この請願が採択さ
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れたと本会議で報告されるから、それを

全部仕分けして、採択されたものだけ

持っていくというその作業が、請願課と

いうのはえらいことをやっているんだな

と思って、びっくりしました。 

 請願課というのは本当に事務屋ですね。

まさに事務局ですよ。 

 

【退職】 

 ―― さて、ほとんど終わりに来まし

たが、平成６年の１月に議事部副部長請

願課長事務取扱で、３月31日に御退職に

なられたということで、通算何年になり

ますか。 

○櫻井氏 衆議院に入って46年です。ほ

かの人より10年ぐらい長いんです。だっ

て、14 歳から衆議院にいたんですから。

そのかわり、ありとあらゆる仕事をやら

されたという感じはありますよね。 

 ―― 振り返って、退職になられたと

きの御感想はどうでしたか。 

○櫻井氏 やめて、ほっとしたことは

ほっとしたけれども、そのとき、私の母

親が80代の後半で、病気だったんですよ

ね。それで、やめるときに、部長や何か

から、国会の審議中継というのをやって

いるので、君は相当詳しくてちょうどい

いから、それをやってくれと言われたん

ですけれども、母親が病気だからやって

いられないといって断ったんですよね。

それで、やめてすぐ介護の生活に入って、

母親が亡くなるまでずっと介護していた

んです。 

 それで、やめてから４年介護をして、

それ以降が本当の退職で、あちこち旅行

したりしました。 

 

（完） 
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＜ 今後の展示について ＞ 

冒頭のご挨拶にもありましたように、３月１日からやむを得ず展示参観を

休止させていただきました。再開までの間、進行中の企画を再検討し、参観

に向けての対応を準備いたしました。 

「議会壇上の名演説家たち」が８月 27 日（木）まで延長することに伴い、

７月から８月まで開催を予定していた企画展示「帝国議会の衆議院正副議長

肖像画展Ⅱ」は取りやめ、また恒例の「夏休み企画」も取りやめとさせてい

ただきます。 

９月から 12 月までの特別企画展示「憲政記念館所蔵資料と衆議院事務局文

書で見る議会の歩み」（仮称）は、開催の予定で準備を進めております。 

最後に皆様方のご健康を祈念し、再会を心待ちにしております。 


